
「
在
国
司
」
に
関
す
る
一
考
察

関

幸

彦

は
じ
め
に

　
律
令
制
度
地
方
行
政
機
構
と
し
て
の
国
衙
の
存
在
意
義
を
中
世
に
お
い
て

も
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
理
解
は
、
こ
れ
ま
で
特
に
鎌
倉
幕
府
と
の
関

連
か
ら
追
究
さ
れ
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ

る
。
か
か
る
方
向
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
国
衙
に
つ
い
て
の
研
究
も
一
歩
立

入
っ
て
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
も

ま
た
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
幕
府
と
国
衙
の
関
係
を
論
じ
、
そ
こ
に
国
衙

の
古
く
し
て
常
に
新
し
い
側
面
を
見
い
出
す
こ
と
は
重
要
な
こ
と
と
言
わ
ね

ば
な
る
ま
い
が
、
問
題
は
令
制
に
そ
の
系
譜
を
も
つ
国
衙
が
何
故
に
中
世
に

お
い
て
も
存
続
し
得
た
の
か
。
換
言
す
れ
ぽ
、
中
世
国
衙
独
自
の
在
り
方
を

鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
も
含
め
て
問
い
直
す
作
業
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
か
か
る
作
業
の
一
環
と
し
て
小
稿
で
は
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
等

閑
に
付
せ
ら
れ
て
き
た
「
在
国
司
」
な
る
も
の
を
考
察
の
主
題
に
据
え
な
が

ら
、
若
干
の
論
点
を
提
示
し
、
以
っ
て
当
該
期
、
国
衙
権
力
機
構
の
特
質
を

解
明
す
る
た
め
の
前
堤
と
し
た
い
。

　
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
史
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
必
ず
し
も

必
要
に
し
て
十
分
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
も

「
在
国
司
」
に
ふ
れ
た
数
少
な
い
論
考
も
、
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
守
護
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
か
わ
り
の
中
で
こ
れ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
末

期
の
「
在
国
司
」
の
存
在
を
国
衙
（
国
司
）
権
力
の
在
地
支
配
の
在
り
方
と

の
関
連
を
通
じ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
小
稿
と
は
、
そ
の
視
角
に
お
い
て
異

な
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
か
ら
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
を
主
と

し
て
平
安
末
期
に
限
定
し
て
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ

め
断
っ
て
お
き
た
い
。

e
　
目
代
と
「
在
国
司
」

　
「
在
国
司
」
に
関
し
こ
れ
ま
で
全
面
的
な
考
察
を
加
え
た
論
考
が
ほ
と
ん

ど
皆
無
に
等
し
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
か
つ
て
竹
内
理
三
氏
に
よ
っ
て

　
　
　
　
ハ
　
り

指
摘
さ
れ
た
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
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な
く
て
は
な
ら
な
い
。
氏
は
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
、
「
平
安
末
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
在
庁
職
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
初
め
は
、
平
安
中
期
頃
か
ら

不
在
勝
と
な
っ
た
国
司
に
対
し
、
国
に
在
国
せ
る
国
司
を
称
し
た
も
の
」
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
そ
の
後
、
石
井
進
氏
の
研
究
に
も
継
承
さ
れ
、

石
井
氏
は
竹
内
氏
の
見
解
を
引
用
さ
れ
つ
つ
、
「
『
在
国
司
』
と
は
、
は
じ
め

任
国
の
国
司
を
さ
し
、
後
に
は
不
在
と
な
っ
た
国
司
に
代
っ
て
、
国
司
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
ね

う
な
実
権
を
も
つ
有
力
在
庁
官
人
の
呼
称
と
な
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ

の
両
氏
の
見
解
と
し
て
、
そ
れ
が
「
平
安
末
1
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
在
庁
職

化
し
た
も
の
」
あ
る
い
は
「
国
司
の
よ
う
な
実
権
を
も
つ
有
力
在
庁
官
人
の

呼
称
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
呼
称
の
淵

源
を
「
不
在
勝
と
な
っ
た
国
司
に
対
し
、
国
に
在
国
せ
る
国
司
」
な
い
し
は

「
任
国
の
国
司
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
、
殊
に
成
立
期
の
そ
れ
を
考
え
る
場
合
、
私
は
や

は
り
「
在
国
司
」
の
「
在
」
の
意
味
に
つ
い
て
今
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

ろ
う
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
両
氏
は
「
在
」
の
意
味
を
「
在
国
」
の
国
司

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
結
論
を
言
え
ば
、
「
在
国
司
」
の
「
在
」
の
意
味
と
は
「
在
国
」
あ
る
い

は
「
任
国
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
し
て
、
「
在
地
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
「
在
国
司
」
が
出
現
す
る
十
一
世
紀
以
降
は
、

史
料
上
に
同
じ
「
在
」
の
字
を
冠
し
た
郡
司
・
刀
称
の
登
場
が
見
ら
れ
る
か

　
　
　
ハ
る
ソ

ら
で
あ
る
。
「
在
郡
司
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
同
一
史
料
あ
る
い
は
関
連
史

料
に
は
、
「
在
郡
司
」
の
「
在
」
の
意
味
は
明
ら
か
に
「
在
地
郡
司
」
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
の
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
在
国
司
」
の
場
合
も

「
在
地
国
司
」
の
そ
れ
と
理
解
す
る
こ
と
は
何
ら
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
「
在
国
司
」
を
「
在
地
国
司
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と

は
よ
い
と
し
て
も
、
問
題
は
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
「
在
国
国
司
」
と
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
「
在
国
」
（
任

国
）
な
る
概
念
が
「
在
地
」
を
も
包
括
す
る
も
の
と
し
て
、
竹
内
・
石
井
両

説
を
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
小
稿
の
如
き
区
別
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
が
、
私
が
理
解
す
る
限
り
で
の
「
在
国
国
司
」
と
は
、
目
代
を
も
含

め
て
中
央
か
ら
任
国
に
下
っ
た
中
下
級
貴
族
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点

で
は
恒
常
的
な
「
在
地
性
」
を
有
す
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、

こ
こ
で
言
う
「
在
国
司
」
（
「
在
地
国
司
」
）
と
は
、
中
央
派
遣
の
国
司
を
含
ま

な
い
在
地
土
豪
の
有
力
者
と
し
、
国
務
に
参
画
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
お

き
た
い
。
ま
た
言
う
と
こ
ろ
の
「
在
地
」
と
は
、
別
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

当
該
期
に
特
徴
的
に
見
い
出
さ
れ
る
史
料
上
の
用
語
で
、
そ
れ
は
平
安
末
期

に
形
成
さ
れ
る
中
世
村
落
の
一
つ
の
指
標
と
も
な
り
う
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
「
在
国
司
」
と
は
平
安
末
期
の

「
在
地
」
世
界
で
、
一
体
如
何
な
る
機
能
を
果
し
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
ち
な
み
に
、
国
司
が
任
国
支
配
に
あ
た
っ
て
、
目
代
と
い
う
私
吏
を
設
け

て
い
た
こ
と
は
周
知
に
属
す
が
、
「
在
国
司
」
の
国
衙
機
構
内
に
お
け
る
位

置
づ
け
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
目
代
と
「
在
国

司
」
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
加
え
て
お
く
こ
と
は
無
意
味
で
は
な

か
ろ
う
。
目
代
に
つ
い
て
最
も
包
括
的
諸
点
を
在
庁
官
人
と
の
関
連
で
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
た
の
は
、
竹
内
理
三
氏
で
あ
る
。
今
そ
の
論
点
を
必
要
な
限
り
ふ
れ
る
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と
、　

e
　
月
代
と
は
国
司
遙
任
制
の
展
開
に
伴
い
、
国
司
が
中
央
か
ら
私
設
代

　
　
理
者
と
し
て
派
遣
し
た
も
の
。

　
口
　
目
代
は
国
司
の
交
替
と
と
も
に
遷
る
が
、
在
庁
は
土
着
し
た
も
の
に

　
　
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
⇔
　
目
代
は
そ
の
権
限
と
し
て
、
在
庁
官
人
を
指
揮
す
る
権
職
を
国
司
よ

　
　
り
委
託
さ
れ
て
い
た
。

　
㈱
　
目
代
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
限
は
拡
大
し
た
が
、
結
局

　
　
目
代
は
守
の
代
官
で
あ
り
、
在
庁
官
人
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
右
に
示
し
た
諸
点
に
つ
い
て
は
最
近
高
田
実
氏
に
よ
っ
て
異
論
が

　
　
　
　
　
　
　
ア
　

提
出
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
主
た
る
論
点
は
竹
内
説
の
⇔
㈲
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
高
田
氏
は
十
世
紀
～
十
一
世
紀
中
頃
ま
で
の
在
庁
官
人
は
必
ず
し
も
土

着
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
司
の
耳
目
と
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ

た
官
僚
層
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
竹
内
氏
が
在
庁
官
人
の
土
着
的
性
格

を
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
高
田
氏
の
場
合
在
庁
官
人
の
土
着
化
は
十
一
世

紀
後
半
以
後
の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
在
庁
官
人
は
中
央
派
遣
の
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
更
に
高
田
氏
は
土
着
し
た
在
庁
官
人
の
中
に
は
目
代

も
含
ま
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
氏
の
見
解
の
対
立
を
整
理

す
れ
ば
十
一
世
紀
以
降
の
在
庁
官
人
は
土
着
的
性
格
を
有
す
る
点
に
つ
い
て

は
共
通
し
て
い
る
の
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に
十
世
紀
～
十
一
世
紀

前
半
の
在
庁
官
人
は
土
着
的
性
格
を
持
つ
も
の
か
否
か
。
第
二
に
十
一
世
紀

後
半
以
降
の
在
庁
官
人
に
目
代
を
含
め
る
も
の
か
否
か
と
い
う
二
点
に
な
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
。
第
一
点
に
つ
い
て
は
既
に
米
田
雄
介
氏
の
整
理
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
行
論
の
関
係
上
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ね

　
と
こ
ろ
で
、
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
五
）
の
大
和
国
栄
山
寺
牒
に
は
五
人
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

代
の
署
判
が
見
え
て
お
り
、
ま
た
保
安
年
間
の
伊
賀
国
調
所
返
抄
及
び
、
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

賀
国
税
所
東
大
寺
荘
出
作
田
官
物
末
進
状
に
も
「
調
所
目
代
」
「
税
所
目
代
」

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
目
代
が
一
般
に
必
ず
し
も
一
人
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
こ
と
が
知
ち
れ
る
。
こ
の
時
期
の
国
衙
が
右
に
見
る
伊
賀
国
の
如
く
「
税

所
」
「
調
所
」
な
ど
を
は
じ
め
「
大
帳
所
」
「
朝
集
所
」
・
「
健
児
所
」
・
「
国
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

所
」
と
い
う
よ
う
に
、
各
所
に
分
立
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
に
属
す
が
、
こ

れ
ら
の
所
は
雑
色
人
を
は
じ
め
と
し
た
国
衙
の
官
人
た
ち
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
調
所
目
代
」
「
税
所
目
代
」
な
ど

も
、
在
地
に
密
接
な
も
の
が
目
代
と
し
て
各
所
の
統
轄
に
当
っ
て
い
た
こ
と

も
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
目
代
に
は
本
来
そ
の
機
能
を
異
に

す
る
二
つ
の
系
統
の
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
中
央
系
統
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鈴
木
国
弘
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
専
ら
国
司
の
事

務
そ
の
他
の
連
絡
的
機
能
を
有
し
た
目
代
で
あ
り
、
一
つ
は
在
地
系
統
の
目

代
と
し
て
在
庁
官
人
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。

こ
の
点
で
以
下
に
引
用
す
る
「
新
猿
楽
記
」
に
は
目
代
と
し
て
「
庁
目
代
」

と
「
所
目
代
」
の
二
種
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
史

料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
へ

　
四
郎
君
ハ
受
領
郎
等
、
刺
史
執
鞭
之
図
也
、
（
略
）
是
以
凡
庁
目
代
、
若
ハ

　
済
所
案
主
・
健
児
所
・
検
非
違
使
所
・
田
所
・
出
納
所
・
調
所
・
細
工
所

　
修
理
等
、
若
ハ
御
厩
・
小
舎
人
所
・
膳
所
・
政
所
、
或
目
代
、
或
別
当
、

　
況
於
田
使
・
収
納
・
交
易
・
佃
・
臨
時
雑
役
等
之
使
、
不
望
自
所
懸
預
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（
後
略
）
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
「
庁
目
代
」
と
は
国
司
に
代
っ
て
国
務
を
総
括

し
て
い
た
も
の
で
、
国
務
に
堪
能
な
中
央
派
遣
の
官
人
が
多
く
こ
れ
に
補
任

さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
た
目
代
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
5
）

お
そ
ら
く
、
こ
の
「
庁
目
代
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
所
目
代
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
所
目
代
」
と
同
様
の
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

「
朝
野
群
載
」
所
収
の
天
求
元
年
（
一
一
一
〇
）
の
但
馬
第
二
度
国
司
庁
宣

に
は
二
所
目
代
」
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
乏
が
で
き
る
Q

　
一
　
可
同
令
注
進
一
所
目
代
。
井
郡
司
別
府
司
等
事

　
　
　
右
為
令
尋
沙
汰
、
早
可
注
進
之
。

　
こ
れ
は
「
仰
下
條
事
」
と
し
て
の
四
ケ
条
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
限
り
「
一
所
目
代
」
な
る
も
の
が

郡
司
あ
る
い
は
別
府
司
と
と
も
に
在
庁
官
人
等
に
よ
っ
て
国
司
に
注
進
さ
れ

る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
事
実
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
お
よ

そ
中
央
派
遣
の
目
代
（
庁
目
代
）
と
は
異
な
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
理
解

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
目
代
に
は
中
央
系
統
の
目
代
と
在

地
系
統
の
目
代
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
そ
の
出
自
を
異
に
す
る
二
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

統
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
す
れ
ば
、
前
者
の
如

き
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
在
庁
官
人
の
中
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
竹

内
氏
の
指
摘
さ
れ
た
目
代
と
は
か
か
る
存
在
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

り
、
一
方
後
者
の
在
地
系
統
の
目
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
高
田
氏
の
理
解
さ

れ
た
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
目
代
が
国
守
の
交
替
毎
に
遷
る

と
い
う
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
中
央
系
統
の
目
代
に

つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
在
地
系
統
の
目
代
に
関
し
て
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
久
安
年
間
に
東
大
寺
と
加
納
公
田
官
物
率
法
を
め
ぐ
っ
て
相
論
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
伊
賀
国
の
目
代
中
原
利
宗
な
る
人
物
は
一
，
当
国
数
任
目
代
」
が
あ
り
、
在

地
系
統
の
目
代
と
し
て
勢
力
を
有
し
た
存
在
で
あ
り
、
「
右
件
人
、
為
レ
令
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

執
二
行
国
務
叫
補
二
目
代
職
↓
発
遣
如
レ
件
、
在
庁
官
人
等
、
宜
承
知
（
後
略
）
」

と
庁
宣
に
見
え
る
よ
う
な
中
央
派
遣
の
目
代
（
庁
目
代
）
と
は
い
さ
さ
か
趣

を
異
に
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
目
代
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
理
解
が
許
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
小
稿
の
主
題
で

あ
る
「
在
国
司
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
も

指
摘
す
る
よ
う
に
　
彼
等
の
多
く
が
有
力
在
庁
官
人
で
あ
り
、
か
つ
在
地
に

対
し
て
恒
常
的
な
実
力
を
有
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
在
国

司
」
と
は
お
そ
ら
く
目
代
の
う
ち
で
も
在
地
系
統
の
目
代
と
ほ
ぼ
同
様
の
機

能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
「
在
国
司
」
を
以
っ
て
、

こ
と
さ
ら
「
在
国
国
司
」
と
区
別
し
「
在
地
国
司
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て

こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

⇔
　
「
在
国
司
」
の
存
在
形
態

　
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
説
話
集
で
あ
る
「
古
事
談
」
に
は
、
「
在
国
司
」

の
存
在
を
究
明
す
る
う
え
で
興
味
深
い
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
Q

　
「
宗
形
卿
入
道
師
綱
、
陸
奥
守
二
・
ア
下
向
之
時
、
基
衡
押
領
一
国
、
如
無

国
威
、
傍
奏
聞
事
由
、
申
下
宣
旨
、
擬
検
注
国
中
公
田
之
処
、
忍
郡
者
、
基
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衡
蔵
テ
　
先
々
不
入
国
使
、
而
今
度
任
宣
旨
　
擬
検
注
之
間
、
基
衡
件
郡
地

頭
大
庄
司
季
春
二
合
心
テ
禦
之
、
国
司
猶
帯
宣
旨
推
入
之
間
、
已
放
矢
及
合

　
（
1
9
）

戦
了
。
」

　
宗
形
宮
内
卿
師
綱
な
る
人
物
が
陸
奥
守
と
し
て
任
国
に
下
り
、
「
国
中
公

田
」
の
検
注
を
行
な
う
に
際
し
、
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
郡
地
頭
大
庄
司
季

春
な
る
者
は
、
国
司
方
に
合
戦
を
し
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
郡
地
頭
季
春
に
「
合
心
禦
之
」
と
い
う
行
動
を
と
っ
た
基
衡

の
存
在
で
あ
る
。
彼
が
奥
州
藤
原
氏
二
代
の
祖
、
藤
原
基
衡
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
様
の
説
話
を
載
せ
た
「
十
訓
抄
」
に
は
、
こ
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

衡
の
こ
と
を
「
在
国
司
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
全
体
か
ら
言

え
ば
在
国
司
基
衡
は
、
在
地
諸
勢
力
の
調
停
老
的
地
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

最
終
的
に
は
国
司
権
力
の
前
に
屈
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
基
衡

の
行
動
も
、
後
述
す
る
如
く
彼
が
「
在
国
司
」
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

　
本
節
で
は
平
安
末
期
の
こ
の
段
階
で
右
に
見
た
如
き
「
在
国
司
」
が
、
各

国
国
衙
に
お
い
て
如
何
な
る
形
態
で
存
在
し
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
場
合
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
主
と
し
て
そ
の
対
象
を
伊
賀
・
安
芸
・
日

向
等
の
諸
国
に
限
定
し
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
伊
賀
国
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
国
で
「
在
国
司
」
の
存
在
を
確
か

め
う
る
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
僅
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
十
一
世
紀
末
の

永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
四
月
三
日
官
宣
旨
案
に
「
但
玉
瀧
黒
田
両
杣
寄
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

等
之
出
作
公
田
如
在
国
司
注
上
者
」
と
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

れ
は
東
大
寺
領
玉
瀧
黒
田
両
杣
人
が
、
国
衙
よ
り
造
興
福
寺
役
を
賦
課
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
、
杣
人
等
解
状
を
受
け
た
東
大
寺
側
が
中
央
に
そ
の
理
非
の

裁
許
を
申
請
し
た
解
状
に
対
す
る
、
国
衙
よ
り
の
陳
状
と
し
て
官
宣
旨
に
引

用
さ
れ
て
い
る
文
言
な
の
で
あ
る
。

　
「
謹
所
請
如
件
、
抑
彼
寺
封
米
便
補
寺
領
田
官
物
之
條
、
依
為
新
保
之
吏
、

未
知
子
細
、
相
尋
在
庁
官
人
、
任
先
例
可
致
沙
汰
鰍
、
但
玉
瀧
黒
田
両
杣
寄

人
等
出
作
公
田
如
在
国
司
注
上
老
、
已
及
三
百
八
十
余
町
、
其
所
当
官
物
米

千
百
卦
鈴
斜
、
軽
物
三
千
八
百
絵
疋
也
i
（
後
略
）
－
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
国
司
陳
状
に
よ
る
限
り
「
在
国
司
」
と
は
国
司
の
命
を
受
け
て
、
出
作

公
田
を
注
進
す
べ
き
機
能
を
持
つ
、
在
地
情
勢
に
精
通
し
た
存
在
で
あ
っ
た

と
言
い
う
る
。

　
と
こ
ろ
で
当
該
期
伊
賀
国
に
お
い
て
、
右
に
見
る
「
在
国
司
」
に
該
当
す

る
人
物
と
比
定
す
る
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
人
物
が
そ
の
候
補
者
た
り
う
る

か
。
勿
論
、
確
実
な
史
料
が
な
い
以
上
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
一
応
次
の

よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
前
節
で
在
地
系
統
の
目
代
（
所
目
代
）
を
以
っ

て
「
在
国
司
」
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
こ
と
か
ら
伊

賀
国
の
在
地
系
目
代
と
し
て
久
安
年
間
に
東
大
寺
僧
覚
仁
と
公
田
官
物
率
法

を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
中
原
利
宗
な
る
人
物
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
彼
は

h
数
任
目
代
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
在
地
系
統
の
目
代
で
あ
っ
た
点
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
右
に
見
る
「
在
国
司
」
が
彼
自
身
で
は
な
い
に
し
ろ
中
原

氏
一
族
が
そ
れ
に
任
じ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
事
実
、
十
二
世
紀
前
半
の
久
安
以
前
に
、
目
代
中
原
の
署
名
は
数
例

　
　
　
（
2
2
）

を
数
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
想
定
も
あ
な
が
ち
無
理
な
も
の
と

は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
在
国
司
」
が
有
力
在
庁
の
中
か
ら
国
司
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「在国司」に関する一考察

に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
一
族
で
相
伝
さ
れ
る
こ

と
も
当
然
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
次
に
示
す
日

向
国
に
お
け
る
「
在
国
司
」
の
存
在
は
、
日
下
部
氏
の
一
族
の
間
で
「
在
国

司
職
」
が
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
。

　
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
の
日
向
国
司
庁
宣
に
は
留
守
所
か
ら
「
在
国
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

職
」
に
補
任
さ
れ
た
権
介
散
位
日
下
部
宿
禰
盛
平
の
名
が
見
え
て
い
る
。

　
　
　
庁
宣
　
　
留
守
所

　
　
　
　
可
補
任
在
国
司
職
事

　
　
　
　
　
権
介
散
位
日
下
部
宿
禰
盛
平

　
　
右
人
、
補
任
在
国
司
職
之
状
　
所
宣
如
件

　
　
留
守
所
宜
承
知
、
依
件
行
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
安
五
年
七
月
日

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
在
国
司
職
」
が
「
任
先
祖
相
伝
之
理
」
せ
て
日
下
部

盛
平
に
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
父
で
あ
る
尚
盛
の
譲
状
に
、

「
譲
与
、
在
国
司
職
井
右
松
村
田
畠
等
事
」
と
し
て
「
右
盛
平
、
身
者
錐
次

男
、
依
定
嫡
子
、
在
国
司
職
井
右
松
村
田
畠
、
具
代
々
公
験
也
（
中
略
）
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

先
祖
相
伝
理
、
無
他
妨
、
可
領
知
之
状
、
所
譲
与
如
件
」
と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
尚
盛
か
ら
盛
平
に
譲
ら
れ
た
「
在
国
司
職
」
と
は
別
の
史
料
に
は

「
庁
執
行
職
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
長
承
元
年
（
一
＝
三
一
）
の
国
司

庁
宣
に
は
、
尚
盛
を
以
っ
て
父
尚
貞
に
代
り
庁
務
を
執
行
す
べ
き
旨
が
見
え

　
　
（
2
5
）

て
い
る
。

　
　
庁
定
　
　
庁
執
行
職
事

　
　
　
　
権
介
散
位
日
下
部
宿
禰
尚
守

　
　
　
右
尚
貞
宿
禰
及
老
毫
、
不
能
総
劇
職
　
傍
以
男
尚
守
宿
禰
所
補
也
、

　
　
　
就
中
大
府
宣
云
、
執
行
尚
守
宿
禰
及
老
毫
、
撰
便
宜
勤
功
輩
、
可
召

　
　
　
任
之
由
、
所
被
仰
下
也
者
、
適
如
符
宜
状
、
尚
守
宿
禰
当
其
撰
、
在

　
　
　
庁
官
人
等
宜
承
知
、
可
令
尚
守
宿
禰
執
行
庁
務
状
、
定
如
件
不
可
違

　
　
　
失

　
こ
の
庁
宣
の
内
容
か
ら
、
尚
守
（
盛
）
が
「
便
宜
勤
功
輩
」
と
し
て
尚
頁

の
保
持
し
て
い
た
「
庁
執
行
職
」
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
知
り
う
る
の
で
あ

る
が
、
同
時
に
こ
の
尚
貞
が
こ
れ
以
前
の
保
安
年
間
に
「
在
国
司
職
」
に
補

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

任
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
参
考
に
す
れ
ぽ
、
こ
の
「
庁
執
行
職
」
と
は
そ
の
名

称
は
異
な
る
と
は
い
え
ま
さ
し
く
「
在
国
司
職
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
安
芸
国
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
安
芸
国
の
「
在
国
司
」
に
つ
い
て

は
、
鎌
倉
時
代
の
守
護
と
の
関
連
か
ら
既
に
松
岡
久
人
・
石
井
進
両
氏
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

っ
て
そ
の
存
在
ボ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
前
述
し
た
伊
賀
・
日
向
の
場
合
と
は
異
な
り
、
当
該
期
の
安
芸
国
に
お
い

て
は
「
在
国
司
」
の
存
在
を
明
確
に
示
す
史
料
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
平
安
末
期
に
当
国
で
「
在
国
司
」
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は

「
在
国
司
」
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
も
の
が
如
何
な
る
形
態
で
見
い
出
し

う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
両
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ぽ
「
在
国
司
」
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

か
め
う
る
史
料
は
、
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
の
厳
島
神
社
神
官
等
解
に
見

え
る
「
前
守
護
兼
在
国
司
宗
左
衛
門
尉
孝
親
、
依
為
在
庁
兄
部
職
加
判
睾
」
と
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あ
る
文
言
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
守
護
と
「
在
国
司
」
と
の
関
連
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
依
為
在
庁
兄
部
職
」
と
あ
る

個
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
ち
な
み
に
「
兄
部
」
は
伊
呂
波
字
類
抄
で
は
「
コ
ノ
コ
ウ
ベ
」
と
あ
り
、

「
子
の
上
部
（
か
み
べ
）
」
の
意
で
あ
り
、
か
し
ら
と
な
る
人
あ
る
い
は
統
率

者
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
石
井
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
在

庁
兄
部
職
」
と
は
在
庁
一
般
を
統
轄
す
る
機
能
と
職
責
を
有
す
る
職
名
と
考

え
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
朝
野
群
載
」

所
収
の
「
国
務
條
々
事
書
」
の
う
ち
の
一
つ
に
は
、
「
兄
部
」
に
つ
い
て
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
著
館
日
所
々
雑
人
等
、
申
見
参
事

　
　
此
日
所
々
雑
色
人
等
者
進
見
参
、
然
後
一
々
申
之
、
輔
嬬
臓
所
鰹
厭
蕨
斬
酔

　
　
鱗
蜥
其
儀
、
政
所
兄
部
卒
書
生
等
、
列
立
庭
中
、
　
一
々
申
其
職
其
位
姓

　
　
名
申
詑
皆
再
拝
（
後
略
）

　
こ
れ
に
よ
る
限
り
「
兄
部
」
と
は
書
生
以
下
在
庁
官
人
を
統
轄
、
指
揮
す

べ
き
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
点
「
在
国
司
」

冊
「
所
目
代
」
と
い
う
想
定
か
ら
し
て
、
「
兄
部
職
」
と
は
ま
さ
し
く
「
在
国

司
職
」
と
同
一
実
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
取
し
得
る
。
以
上
の
如
き
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

解
を
前
提
と
し
て
、
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
の
安
芸
国
司
庁
宣
を
検
討
す

る
と
、

　
　
　
補
任
執
事
兄
部
職
事

　
　
　
　
　
散
位
藤
原
朝
臣
経
兼

　
　
右
人
、
為
相
伝
譜
代
之
上
、
任
親
父
兼
信
朝
臣
之
譲
状
、
補
任
如
件
、

　
　
宜
承
知
、
依
宣
用
之
、
以
宣

　
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
執
事
兄
部
職
」
と
は
、
先
の
理
解
に
従
え
ば
、

「
在
国
司
職
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
が
在
庁
の
有
力
官
人
藤
原
氏
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
い
た
事
実
を
右

の
文
言
か
ら
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
注
目
し
た
い
の
は
、
親
父
兼

信
か
ら
経
兼
に
譲
ら
れ
た
「
執
事
兄
部
職
」
の
こ
と
を
兼
信
の
譲
状
に
は

「
田
所
文
書
執
行
職
」
と
も
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
す
な
わ
ち
保
安
三
年
（
一
＝
一
二
）
十
二
月
九
日
安
芸
国
藤
原
兼
信
解
に

は
、　

田
所
惣
大
判
官
代
藤
原
兼
信
解
　
申
請
　
　
　
　
　
’

　
　
請
被
且
任
譲
状
旨
、
且
依
申
状
理
　
裁
定
給
以
男
経
兼
朝
臣
、
欲
被
補

　
　
田
所
文
書
執
行
職
子
細
状
（
下
略
）

　
と
あ
り
「
田
所
文
書
執
行
職
」
が
先
の
国
司
庁
宣
に
お
け
る
「
執
事
兄
都

職
」
と
同
一
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ぽ
日
向
国
日
下
部
氏

の
場
合
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
庁
執
行
職
」
冊
「
在
国
司
職
」
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
安
芸
国
の
「
田
所
文
書
執
行
職
」
1
1
「
執
事
兄
部
職
」
と
は
日

下
部
氏
が
有
し
た
「
庁
執
行
職
」
と
同
様
の
も
の
と
判
断
し
て
さ
し
つ
か
え

あ
る
ま
い
。
か
か
る
理
解
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
安
芸
国
に
お
い
て
も
、

伊
賀
・
日
向
に
み
ら
れ
る
「
在
国
司
職
」
と
ほ
ぼ
同
じ
機
能
を
有
し
た
国
衙

在
庁
職
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
の
三
国
に
お
い
て
「
在
国
司
」
が
如
何
な
る
形
態
を
以

っ
て
国
衙
機
構
の
中
に
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
点
を
大
略
理
解
し
得
た
と

思
わ
れ
る
が
、
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
右
の
如
き
形
態
の
「
在
国
司
」
が
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「在国司」に関する一考察

該
時
期
国
衙
（
国
司
）
の
在
地
支
配
に
如
何
な
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
を
、
他
の
諸
地
域
と
の
検
討
を
通
じ
て
考
え
て
み
よ
う
。

⇔
　
国
衙
支
配
の
展
開
と
「
在
国
司
」

　
「
在
国
司
職
」
に
補
任
さ
れ
た
も
の
が
在
庁
の
有
力
者
で
あ
り
、
同
時
に

在
地
に
恒
常
的
実
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
に
い
う
「
在
地
」
と
は
如
何
な
る
規
模
の
も
の
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
稿
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
私
は
一
応
国
規
模

で
の
そ
れ
を
考
え
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
「
在
地
」
な
る
も
の
に
は
郡

規
模
の
も
の
と
同
様
に
庄
郷
規
模
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
に
照
応
す
る

「
在
地
」
世
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
段
階
の
史
料
に
散
見
す
る
「
国
住

人
」
「
郡
住
人
」
「
荘
・
村
住
人
」
な
ど
の
表
現
も
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
そ

れ
ぞ
れ
の
「
在
地
」
規
模
で
の
「
住
人
」
の
呼
称
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
（
3
3
）

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
古
事
談
」
「
十
訓
抄
」
に
見
え
る
藤
原
基
衡
が

「
在
国
司
」
と
い
わ
れ
て
い
た
の
も
、
「
押
領
一
国
」
す
る
ほ
ど
の
在
地
の

有
力
者
と
し
て
、
国
規
模
で
の
広
汎
な
実
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
り
そ
の
意
味
で
彼
は
ま
さ
し
く
「
在
地
国
司
」
で
あ
っ
た
。
吾

　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

妻
鏡
文
治
二
年
（
＝
八
六
）
閏
七
月
二
日
条
に
は
、
筑
後
国
住
人
草
野
大

夫
永
平
な
る
人
物
が
見
え
て
い
る
が
、
彼
は
平
家
追
討
に
功
あ
る
輩
と
し
て
、

頼
朝
に
対
し
て
従
来
か
ら
永
平
が
保
持
し
て
い
た
本
職
の
安
堵
を
願
い
出
て

い
る
。
そ
の
時
、
永
平
が
有
し
て
い
た
本
職
と
は
「
在
国
司
」
・
「
押
領
使
」

両
職
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
国
住
人
と
し
て
の
永
平
が
「
在
国
司

職
」
で
あ
っ
た
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
如
き
意
味
で
の
「
在
国
司
」
が
在
地
支
配
の
体
現
者
と
し
て
国
衙

権
力
を
在
地
に
お
い
て
執
行
す
べ
き
実
力
を
有
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は

よ
い
と
し
て
も
、
こ
こ
に
言
う
実
力
で
は
如
何
な
る
側
面
に
見
い
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
国
司

を
し
て
在
地
系
統
の
目
代
た
る
「
在
国
司
」
を
設
定
す
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し

め
た
歴
史
的
条
件
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
に
具
体
的
な
素
材
を
提
供
す
る
の
は
大
治
二
年
（
一
＝
二
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
薩
摩
国
在
国
司
大
前
道
助
請
文
案
で
あ
る
。

　
在
国
司
豫
大
前
宿
禰
道
助
解
　
申
請
　
御
庁
宣
事

　
　
一
紙
、
被
載
可
早
催
造
新
田
宮
御
殿
三
間
四
面
事

　
右
、
今
年
二
月
二
七
日
御
庁
宣
同
月
升
日
到
来
伝
右
件
御
殿
為
大
行
事
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
欠
）

　
職
、
無
僻
怠
可
令
催
造
之
状
　
所
［
ロ
如
件
、
以
宣
者
、
御
庁
宣
旨
、
所
請

　
如
件
、
付
造
宮
大
行
事
之
職
、
可
令
勤
仕
之
状
　
所
請
如
件

　
　
　
大
治
六
年
二
月
珊
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
国
司
大
前
宿
禰

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
在
国
司
」
で
あ
る
大
前
道
助
が
「
大
行
事

之
職
」
と
し
て
、
「
催
造
新
田
宮
御
殿
三
間
四
面
」
べ
き
責
務
を
国
司
よ
り

課
せ
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
前
氏
が
薩
摩
の

大
族
と
し
て
、
在
庁
官
人
の
中
で
も
頗
る
勢
力
が
あ
っ
た
氏
族
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
は
疑
い
な
い
が
、
こ
の
大
前
道
助
な
る
人
物
に
つ
い
て
他
の
拠
る
べ
き
史

料
が
な
い
の
で
、
俄
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
前
述
し
た
「
在
国

司
」
の
在
地
に
有
す
る
機
能
か
ら
し
て
、
こ
の
国
の
一
宮
あ
る
い
は
惣
社
に
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何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
後
述
す
る

如
く
「
在
国
司
」
が
そ
の
国
の
一
宮
等
に
何
ら
か
の
形
態
　
　
例
え
ば
神
官

・
神
主
等
－
で
関
与
し
て
い
る
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
事

実
、
日
向
国
「
在
国
司
」
日
下
部
氏
も
古
く
か
ら
宇
佐
宮
と
も
関
係
深
い
一

族
で
あ
・
悔
離
国
「
在
国
司
」
大
前
道
助
が
新
田
宮
造
営
を
国
司
よ
り

命
ぜ
ら
れ
た
理
由
も
こ
の
こ
と
と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
安
芸
国
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
久
寿
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

年
（
一
一
五
五
）
十
月
四
日
安
芸
国
司
庁
宣
案
に
は
散
位
佐
伯
惟
兼
を
以
っ

て
「
田
所
執
事
職
」
に
補
任
す
る
旨
の
内
容
が
載
せ
て
あ
る
。
「
田
所
執
事

職
」
が
「
在
国
司
職
」
と
同
様
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
兄
部

職
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
松

岡
・
石
井
両
氏
の
説
の
如
く
、
当
国
の
「
在
国
司
職
」
は
建
久
七
（
＝
九

六
）
年
以
来
、
守
護
中
原
氏
の
兼
任
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
か
る
体
制
が

佐
伯
氏
の
没
落
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
安
芸
国
に
お
け
る
守

護
井
在
国
司
の
体
制
と
は
、
実
に
佐
伯
氏
の
国
衙
機
構
内
に
お
け
る
在
庁
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

人
と
し
て
の
機
能
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
意

味
で
鎌
倉
時
代
に
明
確
な
徴
証
を
示
す
安
芸
国
「
在
国
司
」
の
出
現
も
、
国

衙
在
庁
職
と
し
て
平
安
末
期
に
は
醸
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
田
所
執
事
職
」
瀞
「
在
国
司
職
」
を
有
し

た
佐
伯
氏
は
厳
島
社
の
神
主
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
当
該
期
に
お
け
る
各
国
一
宮
の
神
事
が
各
国
国
衙
の
主
催
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

で
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
諸
家
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
一
宮
神
事
の
典
型
と
し
て
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
か
つ
て
清
水
三
男
氏

　
　
　
　
（
4
1
）

が
紹
介
さ
れ
た
出
雲
国
一
宮
杵
築
大
社
遷
宮
神
事
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
出
雲
千
家
文
書
所
収
の
建
長
六
年
（
＝
一
四
九
）
六
月
日
杵
築
大
社

御
遷
宮
神
事
儀
式
次
第
注
文
に
は
、
遷
宮
祭
に
行
わ
れ
る
「
流
鏑
馬
十
五

番
」
の
中
に
、

　
一
番
　
在
国
司
朝
山
右
衛
門
尉
勝
部
昌
綱

　
二
番
　
守
護
所
隠
岐
二
郎
左
衛
門
尉
源
泰
清

　
三
番
　
大
東
北
南
同
飼
田
織
所
等
地
頭
勤
仕

　
　
　
（
以
下
略
）

　
と
あ
る
こ
と
か
ら
氏
は
、
「
こ
の
神
事
が
国
司
在
官
人
等
と
守
護
地
頭
の

協
力
に
よ
り
、
国
司
側
の
主
催
の
下
に
遂
行
さ
れ
た
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
右
史
料
に
名
を
連
ら
ね
て
い
る
「
一
番
　
在

国
司
朝
山
右
衛
門
尉
勝
部
昌
綱
」
の
存
在
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
何
よ
り
も
彼
が
「
在
国
司
」
た
る
地
位
の
下
で
国
衙
神
事
に
関
与
し
て

い
た
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
「
時
範
記
」
の
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
二
月
一
五
日
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

登
場
す
る
介
久
経
な
る
人
物
の
動
向
は
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
「
次
召
介
久

経
仰
神
拝
事
」
と
あ
り
、
久
経
が
国
守
（
平
時
範
）
の
命
を
受
け
て
神
拝
の

手
配
を
行
っ
た
在
地
有
力
老
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

に
彼
は
「
社
司
久
経
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
こ
こ
因
幡
国
一
宮

（
宇
倍
宮
）
と
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
諸
点
を
考
え
合
せ
て
介

久
経
な
る
人
物
が
因
幡
国
に
お
い
て
「
在
国
司
」
同
様
の
職
責
を
持
つ
在
庁

有
力
者
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
介
久
経
」
と
「
社
司
久
経
」
と
い
う
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こ
の
人
物
が
持
つ
二
つ
の
顔
は
、
「
在
国
司
」
の
在
地
に
お
け
る
二
側
面
で

も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
在
国
司
」
の
在
地
に
有
す
る
実
力
と
は
、
各
国

一
宮
等
に
関
与
す
る
資
格
、
具
体
的
に
は
神
主
・
神
官
あ
る
い
は
社
司
と
い

う
身
分
を
通
じ
て
共
同
体
的
慣
行
の
中
で
営
々
と
培
わ
れ
て
き
た
一
つ
の
側

面
と
も
言
い
え
よ
う
。
「
時
範
記
」
に
み
る
久
経
な
る
人
物
も
そ
う
し
た
意

味
で
介
と
し
て
の
権
力
、
社
司
と
し
て
の
実
力
を
名
実
と
も
に
具
備
し
た
存

在
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
に
「
兄
部
職
」
を
考
察
し
た
さ
い
、
そ
れ
が
在
庁
官
人
を
指

揮
・
統
轄
す
る
機
能
を
有
し
た
国
衙
在
庁
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
「
兄
部
」
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
以
下
の
事
実
に
気

づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
兄
部
」
と
は
「
祝
部
」
に
通
ず
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。
漢
和
辞
典
の
「
祝
」
の
項
を
み
る
に
、
こ
の
字
の
成
り
立
ち

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
あ
る
。
「
兄
（
妙
ユ
）
が
原
字
で
口
と
人
（
ル
）
と
か

ら
成
り
、
神
お
ろ
し
を
す
る
ミ
コ
、
ひ
い
て
、
『
の
る
』
意
を
表
わ
す
。
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
‘
4
）

ち
兄
と
区
別
す
る
た
め
、
示
を
増
し
加
え
た
。
」
と
す
れ
ば
「
兄
部
職
」
と

は
本
来
そ
の
発
生
に
お
い
て
、
祝
部
的
機
能
（
神
事
に
関
す
る
機
能
）
を
有

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
然
推
測
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
か
ら
安
芸
国
「
兄
部
職
」
に
厳
島
神
主
佐
伯
氏
が
補
任
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
右
の
推
論
を
変
え
る
一
つ
の

証
左
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
断
片
的
史
料
か
ら
独
断
的
想
定
の
感
は
免
れ
な
い
が
、
以
上
の
如
く
理
解

し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
若
干
趣
を
変
え
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
て
「
在
国
司
」
の

存
在
そ
の
も
の
の
登
場
が
、
こ
の
時
期
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
如
何
な
る
意

味
が
あ
っ
た
の
か
。
よ
り
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
国
司
が
在
地
系
統
の
目

代
（
所
目
代
）
と
し
て
の
「
在
国
司
」
を
以
っ
て
、
国
衙
権
力
の
中
核
主
体

と
し
て
包
摂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
意
味
は
何
か
。

　
当
該
期
の
地
方
行
政
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
は
、
十
世
紀
末
葉

以
来
活
発
と
な
っ
て
い
た
国
司
神
拝
を
媒
介
と
し
て
、
一
宮
以
下
の
国
内
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

力
神
社
が
国
衙
の
種
々
の
行
事
に
編
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
一
宮
の
初
見
史
料
は
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
、
「
中
右
記
」
に
み
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

る
因
幡
国
一
宮
宇
倍
宮
で
あ
る
が
、
「
時
範
記
」
に
よ
れ
ば
、
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
十
一
世
紀
末
の
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
に
は
新
任
国
司
（
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

時
範
）
主
催
の
下
で
百
座
仁
王
会
ガ
催
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
在
庁
官
人
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

を
率
い
た
国
司
に
よ
る
神
拝
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
、
同
社
が
既
に
国
衙
祭
祀

の
一
環
と
し
て
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
事
実
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

か
か
る
一
宮
を
中
心
と
し
た
中
世
国
衙
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
編
成
を
国
司
の
下

で
推
進
し
て
い
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
在
国
司
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
各
国
国
衙
の
精
神
的
拠
点
と
し
て
の
一
宮
の
存
在
形
態
は
、
そ
の
神

社
の
過
去
に
負
う
歴
史
的
伝
統
と
一
宮
成
立
期
（
十
一
世
紀
中
葉
）
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

る
国
内
の
政
治
的
変
動
に
規
定
さ
れ
て
国
ご
と
に
多
様
で
あ
る
が
、
さ
れ
ぽ

こ
そ
国
司
受
領
層
は
在
地
支
配
を
貫
徹
し
、
国
内
の
政
治
諸
勢
力
を
国
司
権

力
の
中
に
包
摂
す
る
た
め
に
も
、
在
地
系
統
の
目
代
た
る
「
在
国
司
」
（
在

地
の
国
司
）
を
自
己
の
権
力
編
成
の
具
体
的
な
発
動
主
体
と
し
て
国
衙
内
部

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
国
一
宮
支
配
の
体
制
を
逐
行
し
た
の
で
あ

っ
た
。
巨
視
的
に
は
こ
の
よ
う
に
に
理
解
し
得
る
一
宮
を
媒
介
と
し
た
国
衙
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に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
国
司

三
（
国
衙
）
に
よ
る
在
地
神
祇
神
拝
の
歴
史
的
起
点
と
そ
の
変
遷
を
国
衙
支
配

の
展
開
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
、
以
っ
て
小
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

　
ち
な
み
に
、
十
世
紀
段
階
は
旧
来
の
令
制
的
郡
司
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ

の
国
司
弾
劾
事
件
（
1
1
国
司
苛
政
上
訴
事
件
）
が
史
料
上
に
集
中
し
て
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

れ
る
時
期
で
あ
り
、
多
く
の
先
学
が
こ
れ
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
最
も
著
名
な
も
の
は
、
十
世
紀
末
永
延

　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

二
年
の
「
尾
張
国
解
文
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
解
文
」
に
つ
い
て
い
ま
行
論
と

の
関
連
の
上
で
是
非
と
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
律
令
制
支
配

原
理
を
盾
に
し
て
国
守
藤
原
元
命
の
三
力
年
に
亘
る
数
々
の
非
法
を
糾
弾
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
祇
面
（
宗
教
面
）
に
つ
い
て
は
何
ら
ふ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
島
田
鋭
二
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
神
祇
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
国
司
（
国
衙
）
に
よ
っ
て
充
分
に
掌
握

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
質
的
担
手
が
旧
来
の
郡
司
を
中
心
と
し
た
上
訴
主

体
に
あ
っ
た
た
め
に
国
家
支
配
と
の
関
係
に
お
い
て
必
ず
し
も
そ
れ
が
樫
楷

と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
と
考
え
ら
れ
る
点
に
起
因
し
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
の
段
階
ま
で
は
、
神
祇
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
所
有
の
主
点
は
旧
来
の
郡

司
層
に
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
面
で
の
国
司
権
力
と
の
軋
礫
は
そ
れ
ほ
ど
問

題
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
十
一
世
紀
以

降
、
各
国
一
宮
の
成
立
に
代
表
さ
れ
る
国
司
（
国
衙
）
と
在
地
神
紙
神
拝
の

不
可
分
の
関
係
と
は
、
こ
の
国
司
苛
政
上
訴
と
如
何
な
る
関
連
が
あ
っ
た
の

か
。
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
郡
司
層
を
中
心
と
し
た
対
国
司
（
国
衙
）
闘
争
に
代
表
さ
れ

る
地
方
政
治
の
危
機
に
直
面
し
た
国
司
層
は
、
こ
れ
を
乗
り
切
る
方
策
ど
し

て
十
一
世
紀
以
降
旧
来
の
郡
司
と
連
ら
な
る
伝
統
的
な
神
祇
秩
序
に
か
わ
る

新
し
い
神
社
勢
力
の
擾
頭
を
促
が
し
、
在
地
の
神
祇
秩
序
の
編
成
を
一
宮
の

設
定
を
通
じ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
「
朝
野
群
載
」
に
散
見
す
る
「
可
勤
仕

　
　
　
（
5
3
）

恒
例
神
事
」
と
あ
る
よ
う
な
国
衙
神
事
に
関
す
る
文
言
も
、
そ
れ
が
単
に
国

司
入
部
の
際
の
慣
例
と
し
て
の
側
面
の
み
か
ら
こ
れ
を
理
解
す
る
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
く
、
国
司
層
が
在
地
神
舐
の
神
拝
等
を
通
じ
て
積
極
的
に
そ
れ

を
国
衙
権
力
の
中
に
組
み
込
ま
ん
と
す
る
側
面
も
ま
た
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
は
か
つ
て
石
母
田
正
氏
が
指
摘
さ
れ
た
諸
点

と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
氏
は
そ
の
著
『
日
本
の
古
代
国
家
』
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

律
令
国
家
が
有
す
る
二
つ
の
生
産
関
係
と
し
て
国
家
対
公
民
の
関
係
〔
第
一

の
生
産
関
係
〕
及
び
在
地
首
長
層
（
郡
司
）
と
人
民
の
関
係
〔
第
二
の
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

関
係
〕
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
に
よ
る
と
前
者
の
そ
れ
は
国
家

と
被
収
取
者
と
し
て
の
公
民
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

後
者
の
そ
れ
な
く
し
て
は
、
如
何
な
る
国
家
的
収
取
も
不
可
能
で
あ
る
と
こ

ろ
の
社
会
に
お
け
る
階
級
的
な
支
配
の
秩
序
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
前
者
に
国
司
制
な
い
し
国
衙
機
構
が
対
応
し
、
後
者
を
郡
司

制
が
代
表
し
、
現
実
の
両
者
は
国
司
郡
司
制
と
い
う
結
合
さ
れ
た
権
力
機
構

と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
第
一
の
生
産
関
係
（
国
司
H
国
衙
制
）
は
律
令

国
家
と
し
て
圧
倒
的
に
社
会
を
支
配
し
た
段
階
に
お
い
て
も
副
次
的
、
派
生

的
な
位
置
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
第
二
の
そ
れ
（
郡
司
制
）
を
以
っ
て
主
要

な
生
産
関
係
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
氏
の
提
言
を
小
稿
の
立
場
か
ら
受

け
と
め
る
な
ら
ば
、
律
令
国
家
と
し
て
圧
倒
的
に
社
会
を
支
配
し
た
段
階
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（
八
～
九
世
紀
）
を
境
と
し
て
、
漸
次
こ
の
二
つ
の
生
産
関
係
の
位
置
は
逆

転
の
方
向
に
移
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世

社
会
の
原
基
形
態
が
形
成
さ
れ
た
所
謂
院
政
期
あ
た
り
に
こ
の
傾
向
は
顕
在

化
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
十
世
紀
以
来
の
国
司
に
対
す
る

苛
政
上
訴
も
こ
の
院
政
期
段
階
に
は
史
料
か
ら
姿
を
消
す
。
と
同
時
に
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
国
司
（
国
衙
）
に
よ
る
「
在
国
司
」
を
媒
介
と
し

た
と
こ
ろ
の
各
国
一
宮
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
一
宮
を

中
核
と
す
る
国
衙
祭
祀
の
意
味
と
は
、
畢
境
、
第
二
の
生
産
関
係
の
中
に
包

摂
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
旧
郡
司
が
有
し
た
在
地
神
祇
秩
序
を
、
国
司
権
力

の
中
に
新
た
に
取
り
込
ま
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
中
世
的
国
衙
の
対
応
の
所
産

な
の
で
あ
り
、
そ
の
権
力
基
盤
と
な
っ
た
の
が
「
在
国
司
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
在
国
司
」
が
か
か
る
側
面
を
有
し
た
が
故
に
国
司

受
領
層
は
彼
等
を
以
っ
て
在
地
系
統
の
目
代
と
し
て
国
衙
在
庁
職
に
位
置
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）
　
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
。
福
田
豊
彦
「
第
二
次
封
建
関
係
の
形

　
成
過
程
」
（
安
田
元
久
編
『
初
期
封
建
制
の
研
究
』
所
収
）
。

　
　
小
林
宏
「
石
見
国
益
田
氏
の
領
主
制
に
つ
い
て
」
（
安
田
元
久
編
『
初
期
封
建
制

　
の
研
究
』
所
収
）
。
そ
の
他
最
近
で
は
鈴
木
国
弘
氏
が
、
国
衙
直
領
を
媒
介
と
し
て

　
国
司
の
私
的
権
力
基
盤
と
し
て
の
「
在
国
司
」
の
役
割
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
中

　
世
前
期
・
国
衙
権
力
の
特
質
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
〇
一

　
号
）
。
ま
た
泉
谷
康
夫
氏
は
受
領
国
司
と
任
用
国
司
相
互
の
か
か
わ
り
の
中
で
「
在

　
国
司
」
が
如
何
に
出
現
し
た
の
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
「
受
領
国
司
と
任
用
国
司
」

　
（
『
日
本
麻
脱
史
』
一
二
一
六
口
写
）
。

　
　
尚
、
「
在
国
司
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
竹
内
理
三
氏
の
所

　
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
は
本
論
で
ふ
れ
る
。

（
2
）
　
竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
（
『
史
学
雑
誌
』
四
八
ー
六
号
、
た
だ
し
原

　
題
は
「
武
士
発
生
史
上
に
於
け
る
在
庁
と
留
守
所
の
研
究
」
。
同
編
『
日
本
封
建
制

　
成
立
の
研
究
』
。
同
著
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
皿
部
』
に
再
録
）
。

（
3
）
　
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
。

（
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
中
世
初
期
に
お
け
る
国
衙
権
力
の
溝
造
と
そ
の
特

　
質
」
（
『
日
本
歴
史
』
投
稿
中
）
を
参
照
。

（
5
）
　
例
え
ば
、
『
平
安
遺
文
』
四
ノ
一
四
〇
二
号
・
四
ノ
一
四
〇
五
号
・
五
ノ
ニ
ニ

　
九
五
号
な
ど
。
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本
歴
史
』

（
1
5
）

　
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
質
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
に
論
及
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
し

　
く
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
化
l
I

　
目
代
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
二
一
六
号
）
。

（
1
6
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
事
上
）
天
永
元

竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
（
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
』
所
収
）

高
田
実
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
と
郡
司
層
」
（
『
史
学
研
究
』
六
六
号
）
。

米
田
雄
介
「
在
庁
官
人
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
八
号
）
。

『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
四
四
三
号
。

『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
八
三
号
・
一
九
八
五
号
。

『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
五
二
号
。

『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
四
四
九
・
四
五
一
号
、
三
ノ
六
九
二
号
。

「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
蕪
）
。

鈴
木
国
弘
「
中
世
前
期
・
国
衙
権
力
の
特
質
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」
（
『
日

　
　
三
〇
一
号
）
。

「
庁
目
代
」
及
び
「
所
目
代
」
に
関
し
て
、
最
近
、
泉
谷
康
天
氏
が
平
安
時
代
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年
十
二
月
九
日
但
馬
第
二
度
国
司
庁
宜
。

（
1
7
）
　
『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
六
四
号
。

（
1
8
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
事
）
。

（
1
9
）
　
「
古
事
談
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
八
・
第
四
・
勇
士
）
。

（
2
0
）
　
「
十
訓
抄
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
八
・
第
十
）
尚
、
基
衡
が
押
領
使
で

　
も
あ
っ
た
こ
と
は
『
尊
卑
分
豚
』
に
も
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詳
し
く
は
大
森
金
五

　
郎
『
武
家
時
代
之
研
究
』
第
二
巻
参
照
。

（
2
1
）
　
『
平
安
遺
久
』
四
ノ
＝
二
七
三
号
。

（
2
2
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
五
二
号
・
一
九
七
八
号
・
一
九
七
九
号
・
二
〇
七
三

　
号
・
二
＝
三
二
号
　
な
ど
に
は
い
つ
れ
も
「
目
代
散
位
中
原
朝
臣
」
な
い
し
は
「
目

　
代
仲
原
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
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国
と
城
下
町
』
所
収
）
。

　
世
国
家
史
の
研
究
』
所
収
）
。

（
2
8
）
厳
島
神
社
文
秘
賠
禎
四
年
九
月
日
、
厳
島
神
社
神
官
等
解
写
。

（
2
9
）
わ
ず
か
一
例
な
が
ら
、
康
平
元
年
九
月
一
二
日
美
濃
国
大
井
荘
解
案

　
遺
文
』
三
ノ
九
〇
四
号
）
に
は
「
兄
部
」
と
い
う
名
辞
が
見
え
て
い
る
。

（
3
0
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
二
二
・
雑
国
雑
事
）
。

（
3
1
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
七
号
。

（
3
2
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
六
号
。

　
尚
、

　
状
（
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
五
号
）
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。

『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
七
三
号
。

『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
六
一
号
。

『
平
安
遺
文
』
九
ノ
四
六
九
七
号
。

『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
八
一
号
。

松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支
配
」
（
魚
澄
惣
五
郎
編
『
大
名
領

　
　
　
　
　
　
　
石
井
進
「
鎌
倉
時
代
『
守
護
領
』
研
究
序
説
」
（
『
日
本
中

（『

ｽ
安

右
の
文
書
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
安
芸
国
田
所
惣
大
判
官
代
藤
原
兼
信
譲

　　　A3837
）　　）
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36　35　34　33
）　　）　　）　　）

（
3
9
）

（
4
0
）

　
の
思
想
』
。

　
の
発
達
と
そ
の
地
方
文
化
的
意
義
」
（
『
花
園
史
の
研
究
』
下
巻
）
。

　
衙
領
と
武
士
」
（
『
上
代
の
土
地
関
係
』
）
。

　
敬
一

　
世
封
建
制
成
立
史
論
』
）
。

　
と
一
宮
・
惣
社
」
（
『
神
道
及
び
神
道
史
』
）
。

（
4
1
）
　
清
水
氏
前
掲
書
九
九
頁
。

（
4
2
）
　
「
時
範
記
」
承
徳
三
年
二
月
十
五
日
条
。

　
介
久
経
な
る
人
物
が
在
地
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
月
十
日
条
に

　
（
渡
ヵ
）

譲
ロ

　
（
田
所
執
ヵ
）

　
一
　
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錐
ヵ
）

右
件
職
・
為
相
伝
之
所
滞
、
而
於
［
　
　
　
「
経
兼
所
譲
与
如
件
、
縦
「
ー
［
有

（
腹
状
相
副
由
文
ヵ
）

［
　
　
　
　
　
豪
国
定
之
、
傍
勒
事
状
、
譲
状
如
件

　
　
（
保
安
）

　
　
「
　
　
｝
三
年
十
二
月
九
日

拙
稿
「
中
世
初
期
に
お
け
る
国
衙
権
力
の
構
造
と
そ
の
特
質
」

「
吾
妻
銃
」
文
治
二
年
閏
七
月
二
日
条
。

『
平
安
遺
文
』
九
の
四
六
九
四
号
。

「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
、
大
前
氏
の
項
を
参
照
。

「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
、
日
下
部
氏
の
項
を
参
照
。

『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
八
一
八
号
。

庁
宣
　
　
留
守
所

　
補
任
田
所
執
事
職
事

　
　
　
散
位
佐
伯
惟
兼

右
人
、
補
任
彼
職
如
件
、
宜
承
知
、
依
宣
用
之
、
以
宣

松
岡
氏
前
掲
論
文
、
石
井
氏
前
掲
書
二
八
六
頁
及
び
三
七
〇
頁
参
照
。

そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
宮
地
直
一
『
神
道
史
』
。
梅
田
義
彦
『
神
道

　
　
杉
本
尚
雄
『
中
世
の
神
社
と
社
領
』
。
西
岡
虎
之
助
「
肥
前
国
河
上
社
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
三
男
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
田
二
郎
『
蒙
古
襲
来
の
研
究
』
。
工
藤

『
九
州
庄
園
の
研
究
』
。
河
音
能
平
「
若
狭
鎮
守
一
二
宮
縁
起
の
成
立
」
（
『
中

　
　
　
　
　
　
　
な
ど
。
そ
の
他
最
近
で
は
、
岡
田
荘
司
「
中
世
国
衙
祭
祀

「
今
日
介
久
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「在国司」に関する一考察

経
貢
馬
四
疋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
諸
豪
族
と
比
較
し
て
貢
馬
の
数

が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

A　　　5049
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民
の
抵
抗
」

　
に
つ
い
て
」
（
『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
所
収
）
。

（
5
1
）

（
5
2
）

（
5
3
）

（
5
4
）

　
れ
た
二
つ
の
生
産
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
森
田
悌
「
古
代
地
方
行
政
機

　
構
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
〇
一
号
）
が
あ
る
。

「
時
範
記
」
承
徳
三
年
二
月
二
三
日
条
。

「
新
字
源
」
（
角
川
書
店
）
祝
の
項
を
参
照
。

義
江
彰
夫
「
国
衙
支
配
の
展
開
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
古
代
4
）
。

「
中
右
記
」
元
永
二
年
七
月
三
日
条
。

「
時
範
記
」
承
徳
一
二
年
一
二
月
六
日
条
O

「
時
範
記
」
承
徳
三
年
三
月
二
六
日
条
。

河
音
能
平
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
古
代
4
）
。

国
司
苛
政
上
訴
に
つ
い
て
は
、
坂
本
賞
三
「
前
期
王
朝
国
家
体
制
に
対
す
る
人

　
　
　
（
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
所
収
）
。
吉
村
茂
樹
「
地
方
庶
民
の
困
慰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他
。

『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
三
三
九
号
。

島
田
鋭
二
「
封
建
制
形
成
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
『
講
座
日
本
史
』
，
所
収
）
。

「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
。
巻
二
二
・
諸
国
雑
事
）
。

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
二
七
七
頁
以
下
。
尚
、
石
母
田
氏
の
指
摘
さ
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